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株主優待制度の追加導入に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27年 12月 18日開催の取締役会において、株主優待制度の追加導入を決議いたしましたのでお

知らせいたします。 

記 

１． 追加導入の理由 

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの方々に当社

株式を中長期的に保有していただくことを目的として、株主優待制度の対象を 500 株以上から 100 株以上

の株主様に変更し、期末及び中間期において優待制度の追加導入を行うことといたします。 

 

２．追加導入の内容 

基準日 変更前 変更後 

３月31日 

500 株以上 1,000 株未満の株主様に、

1,000 円相当の優待品、社会貢献活動団体

への寄付 

（現行通り） 

1,000 株以上の株主様に、1,500 円相当の

優待品、社会貢献活動団体への寄付 

 

（現行通り） 

（なし） 

【追加導入】 

100株以上の株主様に、500円相当の 

ＱＵＯ（クオ）カードを贈呈 

９月30日 （なし） 

【追加導入】 

100株以上の株主様に、500円相当の 

ＱＵＯ（クオ）カードを贈呈 

 



３．贈呈時期 

追加導入分の株主優待品の贈呈時期につきましては、定時株主総会の招集ご通知の発送時期（６月中旬）

及び12月上旬を予定しております。 

また、従来からの優待内容である株主優待品カタログの送付時期につきましては、定時株主総会終了後

（６月下旬）から、定時株主総会の招集ご通知の発送時期（６月中旬）に変更いたします。 

 

４．実施開始時期 

平成28年３月31日現在の株主名簿に記載された株主様を対象に開始いたします。 

 

以上 


